
三木市の移住関係の補助金について※1（令和３年度）
～「結婚新生活支援」の補助金申請要件が緩和されました～

2021.4.1現在

転入日時点で、
ご夫婦ともに
４０歳未満

婚姻日から２年以内

婚姻日時点で、
ご夫婦ともに３９歳以下

世帯所得400(年収約540)万円
未満のご夫婦
（ただし、ご夫婦のうちどちらかが婚姻を機に退
職し、申請時において無職の場合は、所得を０
円とみなします）

結婚新生活支援
補助上限
30万円

三木市
に住む

物件契約時、
ご夫婦どちらか
の住民票が三木
市外である

ＵＩＪターン住宅
取得支援

補助上限 新築25万円
中古20万円

˖✧ ˖✧お問合せ先✧˖✧˖

三木市 縁結び課
0794-82-3030

賃貸

戸建て
を購入

※1 市税を滞納している方は、補助金を受けることができません。
※2 所得制限の条件を満たしている方は、集合住宅・戸建て・賃貸・購入は問いません。

所得制限の条件を満たしていない方は、「三木市空き家バンク」掲載の戸建住宅を
ご契約の方のみ（賃貸・購入は問いません）、補助金の申請が可能です。

※3 必要書類等、詳しくは三木市 縁結び課までお問い合わせください。

「三木市空き家バンク」
掲載の戸建て住宅※2なら

所得制限無し！

三木市空き家バンクホームページ


